
 

 

総 務 部 

１．会員の指導、連絡、人事に関する事項 

  （１）会員の法令遵守、倫理意識の高揚 

  （２）本人確認、意思確認及び記録の作成の徹底 

  （３）事件簿、業務報告書、特定事件報告書の適正な作成の徹底 

 （４）市民窓口運営委員会、紛議調停委員会、非司法書士排除委員会、綱紀調査 

委員会、注意勧告小理事会、量定意見小理事会、の公正適正な運営 

  （５）電子メールによる会員通知の徹底 

  （６）新入会員、編入会員等の登録調査の実施 

  （７）会員の入会、退会に関する事務 

  （８）会員に対する事務手続き効率適正化への対応 

  （９）オンライン会議の安全且つ効率的な活用 

 

２．会及び会員の業務等に関する事項 

（１）司法書士法施行規則第４１条の２の規定による調査 

（２）団体司法書士賠償責任保険への加入促進 

（３）サイバーリスク保険への加入促進 

（４）司法書士国民年金基金の案内 

（５）長期相続登記等未了土地解消作業への対応 

 

３. 会則、規則、規程等に関する事項 

（１）日司連の会則、規則、規程等の基準の改正もしくは制定に伴う当会の会則、

規則、規程等の改正もしくは制定 

（２）規則、規程等の改正等履歴整理作業 

 

４．事務局に関する事項 

（１）事務局職員の新型コロナ感染対策 

（２）事務局の防犯対策の検討 

（３）事務局と役員、委員等との事務処理の棲み分け 

（４）災害・疫病等非常事態に対する対応 

 

５．合同会館に関する事項 

  （１）合同会館管理運営合同委員会の開催 

（２）消防用設備等の点検、消防訓練の実施（土地家屋調査士会と合同） 



企 画 部 

１．業務の改善に関する企画、立案 

  （１）リーガルガーデンの契約内容を会員へ周知 

 

２．業務に関する調査・研究 

  （１）業務推進専門部 

     専門部における調査研究の充実および研修や資料提供など会員への還元 

（２）法教育関連への対応   

  （３）会員を対象とした研修会の開催 

  （４）社会貢献事業関係 

     ①障がい者、高齢者、児童の虐待防止対策、自死問題対策 

     ・各種の会議、講演、セミナー等への参加及び講師の派遣、資料等の収集、

各団体との連携 

     ②災害復興に関する各種団体との連携 

     ③法律や各地方自治体の制定する条例等への意見提言 

  （５）司法書士の業務に関連する法令等の調査、研究 

  （６）空き家問題への取り組み 

 

３．業務関係図書及び物品の購入のあっせん、頒布に関する事項 

  （１）会員に対しての業務関連図書の案内 

    （２）必要な業務関連図書の購入 

  （３）当会の業務関連図書等の整備 

 

４．企画部の活動についての検討 

時代の流れを予測し、司法書士が参入すべき業務の調査 



広 報 部 

１．事業実施による活動 

(１) 司法書士の日記念事業の開催並びに無料相談週間の広報 

(２) 相続登記はお済みですか月間広報 

(３) 相続登記相談センターの広報 

(４) 外部広報イベントの参加 

(５) ホームページ管理・更新 

(６) 広報用印刷物等のリニューアル 

(７) その他司法書士制度広報 

２．インターネットの利用による活動 

(１) ホームページによる情報発信  

(２) Facebook による情報発信 

３．講師等派遣による活動 

(１) 各種団体からの要請に基づく講師等派遣  

(２) 法教育出前講座 

４．共催協力による活動 

   高齢者・障がい者のための成年後見相談会 

５．会報発行 

   令和５年度２回発行予定 

     第１回 令和５年８月 

     第２回 令和６年１月（新年号） 

 



 

研 修 部 

 

会員研修について 

 会員研修規則に基づき、現在、会員に義務づけられている年間１２単位以上の単

位取得〔うち８単位以上（倫理２単位以上を含む）は、連合会、ブロック会、本会

及び支部が実施する研修による研修単位であること〕をすべての会員が達成でき

ることを目標に業務研修会を計画する。 

（１）業務研修会の月１回以上の実施を計画 

（２）外部講師による研修会、研修ライブラリ、ｅラーニングを利用して研修会を

計画し実施する。 

（３）日司連、四国ブロック会、その他関係諸団体の研修会の案内を行い、研修機

会の増加を図る。 

（４）通信課題研修、会報誌上通信課題研修を実施する。 

（５）倫理研修会を実施する。 

（６）年次制研修会の実施 

（７）新型コロナウィルス等の感染拡大防止に配慮した研修会の実施 

（８）その他 相談員のための研修会の開催 

                              



相談事業部 

 

１ 司法書士による法的サービス提供 

（１）無料相談会の開催 

     ・継続的相談会、単発的相談会への対応 

     ・司法過疎地支援の充実 

     ・災害等に関連した相談への対応 

  （２）総合相談センターの運営 

  （３）相続登記相談センターの運営 

  （４）その他 

     ・全般的に相談員の充実、相談対応の向上と充実を図る。 

・新型コロナウイルス感染防止対策を考慮し、対面による相談会の 

 検討・実施 

・災害発生等の非常事態に対応できる体制の検討 

 

２ 相続登記司法書士総合相談センター 

   相談受付システム稼働による相談業務の確立・相談員の確保 

   広報部・企画部等と連携して検討 

 

３ 消費者問題対策 

  （１）愛媛県及び県内各市町における多重債務者相談会への対応 

  （２）消費者問題対応相談会への対応 

  （３）多重債務関連相談員の拡充 

  （４）「借金・滞納，その請求に困ったら司法書士へ」強化月間の 

     相談会開催 

 

４ 土地・宅地関係 

  （１）農業支援促進事業 

     令和３年６月４日付一般社団法人全国農業会議所との「農業者支援     

の連携に関する覚書」締結による、各地域の農業会議との具体的連携

方法及び司法書士会において農業支援促進に関する担当部署の設置の

検討 

  （２）所有者不明土地・空き家の対策問題 

    令和３年民法・不動産登記法改正による空き家・所有者不明土地問題 

    等相談会 

 



５ 人権問題対策 

  （１）自殺対策事業（相談事業として）他の機関との連携について 

  （２）その他企画部等と連携して検討 

 

 

６ 法テラス愛媛に対する協力 
 （１）副所長の派遣 
 （２）民事法律扶助法律相談員の派遣 
 （３）民事法律扶助審査会委員の派遣 
 （４）民事法律扶助業務契約司法書士の拡大、充実 
 
７ 労働相談・個別労働紛争解決制度 
  令和４年４月１日施行パワハラ防止法に関する司法書士関係業務として、 
  中小企業の登記関連業務に対する相談業務の相談員の知識向上研修参加 






